
令和６年４月１日
いじめ等対応フロー①

教員の研修 意識向上、事例検討、対処スキル

ＬＨＲ ソーシャルスキルトレーニング等

ＳＯＳの出し方教育（援助希求能力の育成）

講話・集会 ＳＮＳの適正利用の推進

観衆・傍観者から情報提供者へ

未然防止・早期発見の取り組み

いじめ防止対策委員会

塩沢商工高等学校

三本柱

学校生活アンケート

年４回

面談週間

年２回

生徒観察

通年



いじめ等対応フロー②

※斜体は使用書式名

※生徒対応メモ

※保護者対応メモで記録する

（連　絡）

（報告・指示） 　　（口頭・メモ等） （報告・指示） （要望：調査の着手）

※不在時は学年コーディネーター

（報告・情報共有）

　　　（招集・指揮） 　　（委員中心）

（連　絡）

（要望：個人の特定）

※聴き取りシート

※いじめ事案対応リスト （必要に応じて県へ報告）

（連　絡）

　　（学年中心） （要望：謝罪・指導内容）

ＮＯ

　　ＹＥＳ

（連　携）

（必要に応じて）

※３か月

※事例対応記録シート

いじめ認知時の対応フロー　　（　修　　正　）

塩沢商工高等学校

解消に向けた継続指導・見守り
週１回以上の声かけ

担任中心に

保護者

担任

職員会議

いじめに対する対応
全教職員体制で

担任

担任

いじめ認知報告書
担任作成

生徒指導部審議・原案作成

校長 教育委員会

全教職員

対応の検証
（いじめ防止対策委員会）

関係生徒

指導・支援

支援

指導・支援

加害生徒

被害生徒
ＳＣ・ＳＳＷ

発見した（通報を受けた）職員
（担任以外の場合は、担任にも連絡）

担任

教頭

いじめ対応に係る対応班の編成
（いじめ防止対策委員会を招集）

いじめ対策推進教員
（適応支援委員会より）

いじめ認知時の対応に係る調査班の編成
（いじめ防止対策委員会を招集）

調査方針・役割分担の決定

聴き取り
※複数で

いじめ防止対策委員会開催
（校長＋適応支援委員会）

情報提供生徒

被害生徒

加害生徒

事実関係の確認・対応方針決定

生徒指導案件か？



いじめ等対応フロー③

　○いじめの情報の収集と記録 ○いじめの情報の迅速な共有

　○関係ある生徒への事実関係の聴取 ○保護者との連携

　○支援の体制・方針の決定　　　　　　　 ※いじめ認知時の対応フロー参照　

②報　告 ①報　告

※「生じた疑い」実際に発生していなくても、 事実確認

※「認めるとき」そう判断したら動く 調査開始の了解

③指導・助言 ④指　示 ※保護者からの申し立てで動く

※原則：いじめ防止対策委員会 連　絡

※第三者や専門家の参加 要　望

（随時、経過報告）

※客観的な事実関係を速やかに調査 連　絡

※資料の再分析、新たな調査の実施 要　望

⑨報　告 ⑧報　告 （随時、経過報告）

報　告

所見等の提供

⑩指導・助言 ⑪指　示 （随時、経過報告）

報　告

要　望

（随時、経過報告）

報　告

要　望

　　　　（依頼） 　　　※詳細調査への協力 　　　　　（結果説明）

塩沢商工高等学校

⑦基本調査の結果

（追加調査）
⑫結果を踏まえた必要な措置

⑬再発防止の取組

校長

教頭

担任

被害生徒
と

保護者

重大事態発生時の対応フロー

重大事態の発生（疑いがあると認めるとき）

いじめの認知

⑤調査組織を設置

⑥基本調査の実施

県教委

【重大事態とは】

　①いじめにより生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき
　（自死を企図、重大な障害、金品等に重大な被害、精神性の疾患を発症など）
　②いじめにより相当の期間欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき
　（年間３０日を目安、連続して欠席している場合は、迅速に調査に着手する）

「いじめ防止対策委員会（校長＋適応支援委員会）」を中心として、組織的に対応する。

新潟県いじめ防止対策等に関する委員会（第三者委員会）による

詳細調査の実施

校長


